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切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

地

籍

調

査

の

実

施

に

つ

い

て

　
町
で
は
、
平
成
17
年
度
に
日

原
地
区
の
地
籍
調
査
事
業
に
着

手
し
、
現
在
ま
で
海
沢
地
区
（
中

野
）
の
宅
地
周
り
を
中
心
に
調

査
を
進
め
て
い
ま
す
。
令
和
４

年
度
は
、
海
沢
地
区
（
上
野
・

大
加
）
を
地
籍
調
査
事
業
の
実

施
範
囲
と
す
る
た
め
、
７
月
か

ら
８
月
中
に
該
当
す
る
土
地
の

所
有
者
様
を
対
象
と
し
た
説
明

会
を
実
施
し
ま
す
。
土
地
所
有

者
の
皆
さ
ん
に
は
文
書
で
通
知

し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
地
籍
調
査
と
は

　
人
に
関
す
る
記
録
と
し
て

「
戸
籍
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
に
対
し
て
土
地
に
関
す
る
記

録
を
「
地
籍
」
と
言
い
ま
す
。

　
地
籍
調
査
で
は
、
一
筆
ご
と

の
土
地
に
つ
い
て
境
界
・
所
有

者
・
地
番
・
地
目
の
調
査
お
よ

び
境
界
の
位
置
・
面
積
の
測
量

を
行
い
、
簿
冊
（
地
籍
簿
）
と

正
し
い
地
図
（
地
籍
図
）
を
作

成
し
ま
す
。

〇
地
籍
調
査
の
必
要
性

　
現
在
、
登
記
所
に
備
え
付
け

ら
れ
て
い
る
登
記
簿
や
地
図

（
公
図
）
の
多
く
は
明
治
時
代

の
地
租
改
正
時
に
作
成
さ
れ
た

記
録
を
も
と
に
し
て
お
り
、
長

い
年
月
を
経
た
今
日
で
は
、
登

記
簿
記
載
の
面
積
が
実
際
と
は

異
な
り
、
公
図
に
描
か
れ
た
境

界
や
形
状
が
不
明
確
で
あ
る
た

め
、
土
地
の
正
確
な
情
報
を
把

握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が

多
い
で
す
。
地
籍
調
査
は
、
こ

の
よ
う
な
状
況
を
改
善
し
土
地

に
関
す
る
記
録
（
地
籍
）
を
明

確
に
す
る
事
業
で
す
。

〇
地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト

・
土
地
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

や
土
地
取
引
の
円
滑
化

・
災
害
復
旧
の
迅
速
化
お
よ
び

防
災
対
策

・
固
定
資
産
税
の
適
正
化

・
土
地
所
有
者
な
ど
の
費
用
負

担
な
し

・
よ
り
よ
い
街
づ
く
り

〇
地
籍
調
査
の
流
れ

①
説
明
会
の
開
催

②
境
界
の
確
認（
一
筆
地
調
査
）

　
公
図
等
を
基
に
作
成
し
た
資

料
を
参
考
に
、
調
査
担
当
者
が

現
地
を
訪
ね
ま
す
。
境
界
を
挟

ん
だ
土
地
所
有
者
の
方
々
に
双

方
の
合
意
の
上
で
土
地
の
境
界

を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
土
地

の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

ま
す
。
＊
地
籍
調
査
で
は
、
こ

の
一
筆
ご
と
の
調
査
が
大
変
重

要
に
な
り
ま
す
。

③
境
界
の
測
量
（
地
籍
測
量
）

　
杭
の
設
置
や
測
量
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
基
に
正
確
な
地
図

（
地
籍
図
）
を
作
成
し
ま
す
。

④
結
果
の
確
認
（
閲
覧
）

　
作
成
し
た
地
籍
図
と
地
籍
簿

は
一
定
の
期
間
を
設
け
土
地
所

有
者
の
方
々
に
閲
覧
し
て
い
た

だ
き
確
認
を
行
い
ま
す
。
こ
こ

で
確
認
さ
れ
た
結
果
が
、
最
終

的
な
地
籍
調
査
の
成
果
と
な
り

ま
す
。

⑤
登
記
所
へ
送
付

　
地
籍
調
査
の
登
記
簿
と
地
籍

図
（
写
し
）
が
登
記
所
に
送
付

さ
れ
、
以
降
不
動
産
登
記
の
資

料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
整
備

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
３
６
７

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
全
員
に

「
介
護
保
険 

負
担
割
合
証
」
を
お
送
り
し
ま
す

　
こ
の
７
月
中
に
、
介
護
保
険

の
要
支
援
ま
た
は
要
介
護
認
定

を
受
け
た
方
全
員
に
、
町
か
ら

「
負
担
割
合
証
」
を
お
送
り
し

ま
す
。「
負
担
割
合
証
」
と
は
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
際
に
か
か
る
費
用
の
自
己
負

担
の
割
合
に
つ
い
て
、
ご
自
分

の
負
担
割
合
が
確
認
で
き
る
も

の
で
す
。

　
こ
の
「
負
担
割
合
証
」
を
受

け
取
っ
た
際
に
は
、水
色
の「
介

護
保
険
被
保
険
者
証
」
と
一
緒

に
大
切
に
保
管
し
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
は
必
ず

の
所
得
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

 

民
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
成
人

年
齢
が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
が
、
町
で
は
引
き
続
き

20
歳
に
な
る
方
を
対
象
と
し

て
、「
二
十
歳
を
祝
う
会
（
仮

称
）」
を
開
催
し
ま
す
。

「
成
人
の
日
」
の

　
　式

に
つ
い
て    

介
護
保
険
関
係

地
籍
調
査
ほ
か

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

＊
負
担
割
合
は
、
本
人
お
よ
び

世
帯
の
所
得
に
よ
っ
て
１
割
、

２
割
、
３
割
負
担
の
い
ず
れ
か

に
決
定
さ
れ
ま
す
。

＊
負
担
割
合
の
判
定
の
基
準
と

な
る
の
は
、
１
月
か
ら
７
月
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
分
は
前
々

年
１
年
間
の
所
得
、
８
月
か
ら

12
月
の
利
用
分
は
前
年
１
年
間
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